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1 

 

 委託者公益財団法人しまね産業振興財団(以下、「甲」という)と受託者(以下、「乙」とい

う)が実施する「島根県エネルギーコスト削減対策緊急支援事業補助金業務」(以下、「本業

務」という。)の仕様を次のとおり定める。 

 

１．目的 

エネルギー価格高騰の影響を受けている中小企業に対して、エネルギーコスト削減を図る

ための取組の経費の一部を補助することにより、中小企業の経営を支援することを目的に

補助金を交付する。

 この事業のより迅速かつ的確な事務を推進するため、申請受付・問い合わせ対応、書類審

査、補助金交付等の事務処理を行う事務局の運営を甲から委託することにより、当該業務を

効率的に実施する。 

 

２．事業の区分 

①飲食・商業・サービス業等エネルギーコスト削減対策緊急支援事業 

②ものづくり産業エネルギーコスト削減対策緊急支援事業 

 

３．委託期間 

契約締結日から令和７年２月末日まで 

 

４．事業の概要 

①飲食・商業・サービス業等エネルギーコスト削減対策緊急支援事業 

(１)名称 飲食・商業・サービス業等エネルギーコスト削減対策緊急支援事業補助金 

(２ ) 補助

事業の対象

者 

補助事業を実施する対象者は、次の各号の要件をすべて満たす中小企業者

等※１ 

 

（１）飲食・商業・サービス業等を現に営む事業者であること 

（２）エネルギー価格高騰の影響を受けていること 

（３）飲食・商業・サービス業等エネルギーコスト削減対策緊急支援事業 

の補助金を活⽤していないこと。 

（４）次に掲げるみなし⼤企業でないこと。 
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ア 発行済株式の総数⼜は出資価格の総額の 2 分の 1 以上を同一の⼤

企業（中小企業投資育成株式会社法（昭和 38 年法律第 101 号）に規定

する中小企業投資育成株式会社および投資事業有限責任組合を除く。以

下同じ。）が所有している中小企業者 

イ 発行済株式の総数⼜は出資価格の総額の 3 分の 2 以上を⼤企業が

所有している中小企業者 

ウ ⼤企業の役員⼜は職員を兼ねている者が、役員総数の 2 分の 1 以上

を占めている中小企業者 

エ 発行済株式の総数⼜は出資価格の総額をア～ウに該当する中小企業

者が所有している中小企業者 

オ ア～ウに該当する中小企業者の役員⼜は職員を兼ねている者が役員

総数の全てを占めている中小企業者 

（５）島根県税の滞納がないこと 

（６）応募者⼜は法人の役員が、暴⼒団等の反社会勢⼒との関係を有し

ないものであること 

※１「中小企業者等」とは、原則として島根県内に主たる事業所⼜は⼯場を

有する者であって、中小企業者（中小企業基本法（昭和 38 年法律第 154 

号）第２条第１項に掲げる者）、事業協同組合、企業組合、協業組合、商⼯

組合、特定⾮営利活動法人をいう。 

 

(３)応募資

格 

社会通念上、補助金交付を受けるのに相応しくない次に掲げる者 

 

（1）宗教活動や政治活動を目的にしているもの 

（2）提出書類に虚偽の記載があった場合 

（3）公募要領に違反または著しく逸脱した場合 

（4）審査結果に影響を及ぼす恐れのある不正行為があった場合 
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(４)補助事

業の要件 

補助事業は、次に掲げる全ての要件を満たすものとする。 

 

（１）エネルギーコスト（光熱費等）を削減するための、省エネルギー・

省電⼒に資する設備等の更新、機器等の導⼊であること（※） 

※飲食・商業・サービス業等にかかるものに限る。 

（２）公序良俗に問題のある事業⼜は公的な資金の使途として社会通念

上、不適切であると判断される事業（⾵俗営業等の規制および業務の適

正化に関する法律（昭和 23 年法律第 122 号）第 2 条において規定する

性⾵俗営業など）でないこと 

（３）補助事業が、国⼜は県の他の補助金等を活⽤する事業でないこと 
 

(５ ) 補助

対象経費、

補助率およ

び補助限度

額、補助対

象期間 

次の要件①～③をすべて満たすものであり、かつ補助事業を適切に実施し

得るために必要な経費であって、下表に掲げるものとする。 

 

要件① 使⽤目的が補助事業の遂行に必要なものと明確に特定できる経費 

要件② 交付決定日以降に発⽣し、補助対象期間中に支払が完了した経費 

要件③ 証拠資料等によって支払金額が確認できる経費 

 

補助対象経費 補助率および補助限度額 補助対象期間 

省エネルギー・省電⼒

に資する設備更新費、

機器導⼊費 

補助対象経費の１／２以

内(新型コロナウイルス感

染症関連融資を利⽤して

いる場合は２/３以内) 

[補助上限額] 2,000 千円 

[補助下限額] 200 千円 

交付決定日から 

令和６年 12月31 

日 

 

(６)申請期

間 

開始：令和６年４月下旬～(予定) 準備が整い次第、開始いたします。 

(７)想定件

数 

550 件 

(８)留意事

項 

申請は１事業者につき、１回限りとする。 
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②ものづくり産業エネルギーコスト削減対策緊急支援事業 

(１)名称 ものづくり産業エネルギーコスト削減対策緊急支援事業補助金 

(２ ) 補助

事業の対象

者 

補助事業を実施する対象者は、次の各号の要件をすべて満たす中小企業者

等※１ 

 

（１）製造業を現に営む事業者であること 

（２）エネルギー価格高騰の影響を受けていること 

（３）ものづくり産業エネルギーコスト削減対策緊急支援助成金（しま

ね産業振興財団）、島根県ものづくり産業エネルギーコスト削減対

策緊急支援事業のいずれの補助金等を活⽤していないこと。 

（４）次に掲げるみなし⼤企業でないこと。 

ア 発行済株式の総数⼜は出資価格の総額の 2 分の 1 以上を同一の⼤

企業（中小企業投資育成株式会社法（昭和 38 年法律第 101 号）に規定

する中小企業投資育成株式会社および投資事業有限責任組合を除く。以

下同じ。）が所有している中小企業者 

イ 発行済株式の総数⼜は出資価格の総額の 3 分の 2 以上を⼤企業が

所有している中小企業者 

ウ ⼤企業の役員⼜は職員を兼ねている者が、役員総数の 2 分の 1 以上

を占めている中小企業者 

エ 発行済株式の総数⼜は出資価格の総額をア～ウに該当する中小企業

者が所有している中小企業者 

オ ア～ウに該当する中小企業者の役員⼜は職員を兼ねている者が役員

総数の全てを占めている中小企業者 

（５）島根県税の滞納がないこと 

（６）応募者⼜は法人の役員が、暴⼒団等の反社会勢⼒との関係を有し

ないものであること 

※１「中小企業者等」とは、原則として島根県内に主たる事業所⼜は⼯場

を有する者であって、中小企業者（中小企業基本法（昭和 38 年法律第

154 号）第２条第１項に掲げる者）、事業協同組合、企業組合、協業組合、

商⼯組合、特定⾮営利活動法人をいう。 
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(３)応募資

格 

公的補助金であることから、社会通念上、補助金交付を受けるのに 

相応しくない次に掲げる者は応募または審査を受けることができません。 

 

（1）宗教活動や政治活動を目的にしているもの 

（2）提出書類に虚偽の記載があった場合 

（3）公募要領に違反または著しく逸脱した場合 

（4）審査結果に影響を及ぼす恐れのある不正行為があった場合 
 

(４)補助事

業の要件 

補助事業は、次に掲げる全ての要件を満たすものとする。 

 

（１）別表に定める対象設備を導⼊し、現状よりもエネルギーコスト削

減に繋がる取り組みであること。（※） 

※新増設の場合は炭素⽣産性※1の向上に繋がることを合理的に示すこと  

※1 炭素⽣産性＝付加価値額※2/CO2 排出量 

※2 付加価値額＝営業利益+人件費+減価償却費 

別表 

項目 説明 

ユーティリティ

設備 

⼯場、プラント機器の稼働運転・維持に必要な⼯業

⽤水、燃料、蒸気、温水等を供給する設備 

⽣産設備 ⽣産に必要な設備 

ＥＭＳ（エネル

ギーマネジメン

トシステム） 

施設内の使⽤電⼒の「見える化」や使⽤電⼒を自動

的に監視、制御するシステム 

断熱塗装（遮熱

塗装） 

⼯場、事務所、倉庫等事業⽤施設に実施するもの 

 

（２）事業の継続に必要であること（取引の確保・継続等の面から緊急性

があること等） 

（３）同一事業において、国⼜は県の他の補助金等を活⽤する事業でな

いこと 
 



6 

 

(５ ) 補助

対象経費、

補助率およ

び補助限度

額、補助対

象期間 

次の要件①～③をすべて満たすものであり、かつ補助事業を適切に実施し

得るために必要な経費であって、下表に掲げるものとします。 

 

要件① 使⽤目的が補助事業の遂行に必要なものと明確に特定できる経費 

要件② 交付決定日以降に発⽣し、補助対象期間中に支払が完了した経費 

要件③ 証拠資料等によって支払金額が確認できる経費 

 

補助対象経費 補助率および補助限度額 補助対象期間 

省エネルギー・省電⼒

に資する設備更新費、

機器導⼊費 

補助対象経費の１／２以

内(小規模事業者※1 は２/

３以内) 

[補助上限額] 5,000 千円 

[補助下限額] 400 千円 

※1 小規模事業者（製造

業）とは、従業員数 20 名

以下の事業者をいう。 

交付決定日から 

令和６ 年 12月31 

日（※） 

※甲が認めるもの

に限り公募開始日

から事前着⼯を認

める。 

 

(６)申請期

間 

開始：令和６年４月下旬～(予定) 準備が整い次第、開始いたします。 

(７)想定件

数 

75件 

(８)留意事

項 

申請は１事業者につき、１回限りとする。 

 

５．委託業務内容 

島根県エネルギーコスト削減対策緊急支援事業補助金の交付に係る以下の実務を実施する

こと。 

 

〈事業スキーム〉 

(別紙)「島根県エネルギーコスト削減対策緊急支援事業スキーム」のとおり 

 

(１)管理運営業務 

➀業務計画 

ア 本業務に必要な作業を明確にし、作業項目およびスケジュールを体系的に整理した業

務計画書を作成すること。 

イ 業務計画を変更する場合は、甲に報告し、承認を得ること。 
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②業務実施体制 

ア ➀で作成した業務計画に基づき主体的に本業務を実施すること。 

イ 本業務の実施にあたっては、甲との協議、関係者への連絡調整などが迅速に行える体制

を整えること。経費の執行については、費⽤対効果を十分に考慮すること。 

ウ 乙は、総括責任者および本業務を指揮する業務実施責任者を配置し、業務実施責任者は

原則１名は常駐し、その他の業務従事者は、円滑に業務を遂行する必要数を確保するこ

と。 

エ 本業務に必要な人員を配置、体制図を作成し、主要メンバー(総括責任者、業務実施責

任者等)については、体制図に所属および氏名を明記すること。契約締結後速やかに体

制図を提出すること。 

オ 業務実施責任者は、企画立案・実施ほか、本業務従事者を十分指導し、必要に応じて研

修等を開催し業務を実施させること。 

カ 業務実施責任者は、申請等の管理や関係者との連絡調整を行うこと。 

キ 業務実施責任者は、甲との連絡を密に行い、業務を進め、遅滞なく業務が遂行できるよ

う人員、体制の確保を行うこと。 

ク 業務実施責任者は、本業務を安全に実施できるよう管理を行うこと。 

ケ 業務実施責任者は、経費・事業内容等甲からの報告を求められた際は速やかに対応する

こと。 

コ 乙は、やむを得ない場合を除き、業務実施責任者を変更しないこと。 

③個人情報の取り扱い 

 個人情報等の重要情報が流出しないよう配慮し業務を行うこと。 

④事務マニュアルの作成 

 審査や問い合わせ対応等本業務に係る事務マニュアル(FAQ 含む)を甲との協議のうえ作

成し、関係者間で共有すること。またマニュアル作成後も、実施状況に応じて、随時更

新を行うこと。更新箇所については、速やかに甲に明示すること。 

⑤データ管理 

 業務の処理状況を集計データ等に適宜反映し、管理すること。 

⑥甲への定期的な状況報告(申請状況、事業実績報告等) 

 ７．で定める報告を適切に行うこと。 

 

(２)事務局の設置および運営 

ア 本業務を実施する県内に事務局を設置し、業務を行う人員を確保すること。また事務局

には総括責任者および業務実施責任者を配置することとし各業務で部門分けする場合

は各部門にも責任者を配置すること。 

イ 常に甲と連絡が取れる体制にすること。 

ウ 人員配置にあたっては、業務量の多寡を考慮した配置計画としつつ、申請の急増等に対 
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応できる体制とすること。対応状況により甲との協議のうえ、適宜増減員すること。 

エ 外部からの問い合わせに対し、対応した記録を作成し、必要に応じて甲に報告すること 

オ 事務局会場については乙で確保すること 

カ 事務局の運営に必要な専⽤の電話回線について、審査業務における申請者との電話連

絡等が円滑に進むように必要な数の電話回線を確保すること 

キ 事務局運営においては、十分な個人情報漏洩防止対策や情報セキュリティ対策を講じ

ること(コールセンターおよび申請業務も同じ) 

ク 本業務専⽤の口座を開設し、補助金の支払いが完了するまで適切に管理すること。また、

その口座の出納状況および残高は適宜報告可能な状況にしておくこと。 

ケ 本事業専⽤ web サイト作成すること。 

(３)問い合わせ窓口(コールセンター)の設置および運営 

ア 申請に関する問合せや、申請書・実績報告書等の記⼊の方法の助言、苦情対応、その他

本事業に関することに対応するため、問い合わせ窓口（コールセンター）を設置し、必

要な人員を配置すること。なお、問合せ窓口については、円滑な運営のため、事務局内

または事務局との密な連携が可能な場所に設置することが望ましい。 

イ 問合せ窓口（コールセンター）についても、事務局会場と同様に乙が確保すること。 

   (ｱ) 設置期間：令和６年４月から令和７年２月末まで（予定） 

         （※）業務委託契約締結後、事務局体制を構築し速やかに設置 

          ※土日祝日除く 

   (ｲ) 受付時間：午前９時～午後５時 

   (ｳ) 電話回線：混雑しないよう、十分な電話回線数を確保すること 

          ※ナビダイヤルは除く 

   (ｴ)メールアドレス：適当な数を確保すること。 

   (ｵ) 留意事項：問合せ対応簿を作成し、甲に日時報告を行うこと 

 (４)補助金申請書、実績報告書の受付 

ア 申請はWEB サイト上で補助金の申請ができる専⽤フォーム等を構築するなどオン 

ラインでの受付や、郵送（簡易書留やレターパックなど、申請者が追跡可能な手段で 

あることが望ましい）など年齢層に関わらず誰もが申請しやすい体制を整えること。 

イ 申請受付後、5 日以内を目安に提出書類の内容を確認し、申請書類が適切に記⼊され、 

添付書類がすべて完備されていることを確認すること。 

ウ 申請情報(受付日、申請者名、住所、申請額、申請内容等)をデータベース化し、情報を

一元管理できるようにすること。 

(５)申請書、実績報告書の審査 

  ➀申請書、実績報告書の審査 

  ア 別途定める要綱等（⑷のアに同じ。）に基づき、対象、要件に合致するか審査を行

うこと。複数の人員による審査体制を整え、申請ごとに少なくとも 2 人以上による
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審査を行い、誤りがないようにすること。 

  イ 申請書類について、記⼊事項および添付書類に不備や疑義があった場合、提出者に

対する電話等での問合せ、修正や再提出や追加書類の提出などを求めること。 

  ウ 申請内容と証明書類を照らし合わせ、内容に誤りがないか審査を行うこと。 

  エ 重複して申請していないか、必ず確認すること。 

  オ 書類審査結果に係る報告様式は甲との協議の上、決定することとする。 

  カ その他、申請書類等の審査について必要な事務。 

  ②書類審査後申請書の送付 

   審査後申請書等を甲へ送付する。(※採択・交付決定等の意思決定は甲が行う。) 

(６)交付決定通知および額の確定通知の発送 

  交付決定通知および額の確定通知の封⼊、封緘、発送。(発送に係る経費(封筒、宛名シ

ール等)および送料については乙負担とする。) 

(７)補助金の交付 

  ア 額の確定後、補助金請求があれば２週間程度を目安に補助金の支払いを行うこと。 

  イ 事業者への振込みは、振込元がわかるように明記（例：島根県補助金）すること。 

  ウ 補助金の原資は、乙からの請求を経て、甲が別途本業務専⽤口座に振り込む。 

  エ 補助金の交付にあたっては、交付先、交付額に誤りがないよう確認すること。 

(８) 予算管理 

  ア 当委託業務に係る専⽤の口座を開設すること。 

  イ 委託料に関する予算管理を行い、補助金の支払い事務処理状況について、甲へ日次

報告を行うこと。 

(９) 申請書の管理 

  ア 補助金交付決定後の申請書については、受理番号などを付与しファイル等により

保管管理すること。 

  イ アのファイルの内容等について、データベース化し、一元的に管理すること。 

  ウ アおよびイについては、「７（ウ）完了報告」とともに甲に引き渡すこと。 

  

６．委託経費および経理 

 ⑴ 対象経費 

  ア 補助金 

  イ 管理運営費（人件費、振込手数料、印刷製本費、賃借料、設備費、消耗品費、委託

費、通信費等） 

  ウ その他本業務の実施に必要であると知事が認めた経費 

 ⑵ 会計帳簿を備え、他の経理と明確に区分し、委託費の使途を明らかにしておくこと。 

 ⑶ 領収書等支出内容を称する経理書類を整備して、会計帳簿とともに本業務の完了し
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た日の属する会計年度の終了後５年間、いつでも閲覧に供することができるよう保

存しておくこと。 

 

７．報告 

 次の項目について、甲へ報告すること 

 (ア)日次報告 

   1日の業務が完了したときには、問い合わせ件数、申請件数、申請額、支払い件数等、

その日の業務実績を翌営業日の正午までに甲に報告すること。報告様式は任意とす

るが、項目については、甲と協議のうえ、決定すること。 

 (イ)月次報告 

   以下について、甲との協議の場を向け、毎月の実績等について翌月 10日までに報告

を行うこと。なお、場所は事前に甲との調整を行うこと。 

   ➀進捗状況等 

   ②コールセンター実績 

   ③申請状況 

   ④補助金の交付状況 

   ⑤経理状況 

 (ウ)完了報告 

   乙は、次の事項を記載した委託業務に係る事業完了報告書を、委託業務完了後速やか

に甲に提出すること。なお、紙および電子媒体で提出すること。電子媒体の提出にあ

たっては、ウイルス等のチェックを実施しておくこと。なお、報告後に内容の瑕疵が

発見された場合は、甲の指示に従い、必要な処理を乙の負担において行うものとする。

委託業務が完了したときは、次のとおり完了報告書を甲に提出すること。 

   ➀報告期限    

    令和 7 年 2月末日 

   ②委託業務の実施概要 

    (ｱ)委託業務の実施概要 

    (ｲ)申請受付実績等 

    (ｳ)コールセンター業務実績 

(ｴ)補助金支払実績 

 (i)一覧表および支出明細書 

 (ii)申請書および添付書類 

        (ｵ)委託業にかかる支出の項目別内訳 

    (ｶ)その他、事業実施の説明に必要な書類 
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 (エ)事故報告 

   業務の遂行にあたり、不適切な事務処理や事故および遅延が⽣じたまたは⽣じる見 

込みとなった場合やその他取扱いに疑義が⽣じた場合は、直ちに甲へ報告し協議を行

うこと。 

８．留意事項 

 ⑴ 乙は、甲と連絡調整を十分に行い、円滑に業務を実施すること。 

 ⑵ 本業務の遂行にあたっての再委託については、次のとおりとすること。 

  ア 乙は、本業務の一部を第三者に委託し、⼜は請け負わせてはならない。但し、甲が

書面によりあらかじめ承諾した場合は、その限りではない。 

  イ 甲により再委託が承諾されたときは、乙は再委託先に対して本業務に係る一切の

義務を遵守させるものとする。 

  ウ 再委託の相手方は県内に事業所を有する者とすること。ただし、設備面等から適切

な者が県内にいない場合はこの限りではない。 

 ⑶ 委託事業の実施に要した経費は、帳簿および全ての証拠書類を備え、常に収支の状況

を明らかにし、委託事業の完了の日の属する年度の終了後５年間保存しなければな

らない。 

 ⑷ 乙は業務実施過程で発⽣した障害や事故については、⼤小に関わらず甲に報告し、指

示を仰ぐとともに、早急に対応を行うものとする。 

 ⑸ 乙は、委託事業の実施過程で疑義が⽣じた場合は、速やかに甲に報告して協議を行い、

その指示を受けること。 

 (6) 乙は、本業務を履行するうえで、個人情報を取り扱う場合は、個人情報の保護に関す

る法律(平成 15 年５月 30日法律第 57号)、島根県個人情報保護条例(平成 12 年 3月

30日島根県条例 32 号)等の関係法令を遵守すること。 

   個人情報(個人に関する情報であって、特定の個人が識別され、または識別され得る

ものをいう。以下同じ。)の保護の重要性を認識し、個人の権利利益を侵害すること

のないよう、個人情報を適切に取り扱うこと。 

 (7) セキュリティ対策を徹底し、書類や情報の漏洩や滅失等が起こらないようにすること。 

  (8) 業務上知り得た秘密を他に漏らし、⼜は自己の利益のために利⽤しないこと。委託業 

務終了後も同様とする。 

 (9) 業務の継続が困難になった場合の取扱いは、次のとおりとする。 

ア 受託者の責めに帰すべき事由により業務の継続が困難となった場合 

・甲は契約の取消しを行うことができる。この場合、甲に⽣じた損害は乙が賠償する 

ものとし、次期受託者が円滑かつ支障なく業務を遂行できるよう、引き継ぎを行う

ものとする。 
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イ その他の事由により業務の継続が困難となった場合 

・災害その他不可抗⼒等、甲及び乙双方の責めに帰すことができない事由により業務

の継続が困難となった場合、業務継続の可否について協議するものとする。 

・なお、委託期間終了若しくは契約の取消しなどにより次期受託者に業務を引き 

継ぐ際は、円滑な引き継ぎに協⼒するとともに、必要なデータ等を遅滞なく提 

供することとする。 

９ その他 

 ⑴ この仕様書に規定するもののほか、実施にあたり疑義が⽣じた場合は、甲と乙双方で

協議の上決定する。 

 ⑵ 乙は、業務を円滑に遂行するため甲と連絡を密にし、必要に応じて随時打合せを行い、

助言、提案および支援を積極的に行うこと。 

 ⑶ 本業務の実施に当たっては、関係法令、各種基準等によって行うこと。 

 ⑷ 乙は、業務の契約により⽣ずる権利若しくは義務を第三者に譲渡し、⼜は継承させて

はならないこと。 

 (5)全ての成果品にかかる著作権および版権は、甲に帰属するものであること。なお、本

契約終了後、本成果品の使⽤および第三者への提示は、甲の承認を受けること。 

 (6) 乙は、業務を円滑に遂行するため甲と連絡を密にし、必要に応じて随時打合せを行

い、助言、提案および支援を積極的に行うこと。 

 (7) 本業務の履行の結果、乙の責めに帰すべき理由により甲に対し損害を与えた場合は、

乙は、その賠償の責めを負うものとすること。 


